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し
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英

國

法

制
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沿

革

ー

斑

(
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堀

江

歸

四

結
社
法
の
廢

北
せ
ら
る
、
や

"

他
R

勞
働
者
の
希
望
す

る

目
的
を
達
す

る

手 

に
嚴
酷

「

な
る

制
限
の

存
在
し
た

.

る
.

に
拘
は

ら
ず

、勞
働
運
動
は
大

な
る

刺
戟
を 

の
組
織
せ

ら
る

、
は
.

^

論
聯
合

#

す
ち
ft

立
せ
ら
る
>の

勢
を

生
じ
^
 

K

V

O
 

1
1

十
玉
年
ょ
ぅ
千

_

八
百
三
十
ニ
年
に

K

土
る

數
年
間
に
於
て
は
、勞
働
運
動
ビ
選
擧
法
改

JE

の
問 

題
と
.:*

關
聯
し
て
、世
；上
に

«

々
0

變
態
：を
來
し

/
a

り
。
即
ち
政
治
家
は
勞
働
#
の
援
助
に
依 

て
選
舉
法
改

IE
0

.

目
'的
を
達
せ
ん
ビ

す
る

j

方
に
、勞
働
者
亦
勞
働
.條
件
を
改
善
す
る
方
便
ビ 

し

て
、政
治

上

の
權
力
を
利
用
せ
ん

ど
し

た
b

o

當

時
存
在
し
た
る
職

エ
.組
合
は

典

性
質
R

於 

て
、地
方
的
た
り
、又

’
.其
；領
域
に
於

て
、
部
分
的
た
る
を
免
か
れ
ざ

6

し
¥

八
百
三
十
三
年
以
來

段
を
行
使
す
る 

受
け
、職
ェ
組
合 

而
し
て
千
八
百

組
.合
間
に
聯
合
を
結
ぶ
の
端
を

,

關
き
た
り
:0

蓋
し
同
年
各
地
方
に
同
盤
罷
業
起
办
-殊
に
マ

ン
 

チ
エ
ス
タ
ー
、
ベ
ィ
ズ
レ
ー
、
バ
I

ミ
ン
ガ
ム
•
リ
1
ブ
’
ダ
1
ビ
ー
に
起
れ
る
同

ff
i
猫
寒
は
規
模 

廣
大
に
-L
て，傭
.者
が
能
く
.勞
働
者
を
®
倒
す
る
か
、將
*
又
勞
働
者
が
其
：主
張
を
賞
徹
す
る
を 

得
る
や
は
大
に
世

il
l
]の
注
目
す
：る
所
ビ
爲
办
、政
府
は
或
は
舊
時
の
結
社
法
を
實
行
す
る
が
.如 

き
反
®
的
手
段
に
出
で
ざ
る
：や
の
風
評

®
な
i
し
を
以
て
、勞
働
者
は
之
に
對
抗
す
る
爲
め
、

一 

般
職 H

 

親
合(General  Trades  u

n
io

n
)

を
姐
！

i  
し
、

(

嚷
に

Htr
e Grand  

consolidated.  National  Trades  

U
n
io

n

と
改
稱
す)

九
月七

：！！

パ
1
ミV

ガ
ム
市
の
ジ
エ

1
ム
ス
'モ
リ
グ
.ン
を
主
犖
に
仰
ぎ
て 

「

パ
ィ
ォ
ニ 

I
rj
と
題
す
る
職
工
組
合
の

.機
關
新
聞
を
發
刊
し
た
り
。

上
記

「

バ
ィ
ォ
ニ
！
ァ

0

へ
第
：1

1

號
ば
九
月
十
四
日
を
以
て
發
行
せ
ら
れ
た
る
が
、同
號
は
職
工 

組
'合
に
對
す
る
政
府
の
見
；解
に
就
て
、驚
く
可
き
事
實
を
報
道
し
た

V

。
之
ょ
ぅ
前
ョ
ー
ク
シ 

ャ
I

州
ク

工

ス
ト
ン

フ

ィ

デ
：ヰ
シ
ダ
.の
商
入
並
に
製
造
業
溝
は
職
エ
組
合
に
關
丨
す
る
陳
情
書
を 

時
の
內
務
大
臣
メ
ル

•ホ
ー
ン
卿
に
致
し
た

b

o

當
時
卿
が
如
何
な
る
答
辯
を
爲
し
た
る
か
は 

實
際
に
：明
瞭
な
る
を

#

ざ
b

し

が
、「

。ハ
ィ
オ
ニ

1

ァ」

は
卿
.
の
秘
書

' 

官
ラ
ム
な
る
：者
の
答
辯
書
の 

要
傾
を
說
明
し
た
る
文

*

を
揭
载
し
た

5

。

即
ち
日
ぐ
メ
ル
ポ
ー
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卿
は
從
ま
屢
々
_
院
に

鹩
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勞
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し
れ
羞
國
法
制
の
輩
一
'细

第

議

一

三

，於
.
.て
公
言
'
し
.
た
.
.る

如

く

職
H

M

，合
'を
.
以
て
、主
，人
、勞
.働
者
.自

身

並

に

j

國

全
®

•に
■有
寄
な
る
釤 

:

_
を
及
ぼ
.
し
、且
つ
刑
ー
罪
的
性
質
を
有
す
る
：の
意
見
を
改
：め
ず
減

.
合
の
行
動

0
 

し
て
隨
て

r

る
行
動

•
:̂

爲
ず
の
目
的
を
有
す
る
結
社
は
違
法
の

.

.徒
；黨
に
し
て

‘
習

.
！
**
の

下

こ
 

.處
罰
せ
ら
る
可
き
も
の
な
ぅ
ビ
。
結
社
法
廢
止
せ
ら
れ
て

+

年
に
近
く
、而
し
て

1

X

M
合
の
、
 

組
織
漸
く
碰
な
ら
ん
ビ
す
る
の
際
に
、斯
る
頑
速
：な
る
非
勞
：輝
運
動
意
見
の
有
力
な
：る
.政
治
家 

に
依
て
懷
抱
せ

.
ら
る
、
は

'奇
怪

.な
る
事
相
な

力

ビ

ぜ

ざ

る
可
が
ら

.ず
。
然
も
內
務
大

'

E
の
！ 

見
斯

.
の
如
ぐ
爲
る
以
上
は

’
何
等
が
の
機

^

に
於
セ

’勞
働
運

'動
に
.對
し
て
腿
迫
の
如
へ
ら
る
可 

.き

-'
^

世
人
の
豫

*

し
た
る

r

な
々
し
が
、此
種

1
の
歷
追
は
早
く
も
千
八
百
三
十
四

^

に
サ
、.
^
ど 

發
：し
た

6

。
所
謂
ド
ル
チ
エ
ス
タ
ー
勞
働
者
事
件

^

し
て
、著
明
な
る
も
の
是
れ
な

t

蓋
し 

千
八
：宵
三
ナ
プ
年
ょ
：ぅ
同
三
十
ニ
年
に
至
る
間
勞
働
者
階
級
に
は

.
賃
銀
，上
進
の
運
動
を
企

ク 

る
の
風
福

」

起
れ
る
が
、ト
ッ
ド
パ
ッ
ド
ル
區
の
勞
働
者

#

同
樣
の
運
動
を
試
み
«
莕
は
彼
等
の 

.
要
求
を
容
る

V

の
意
を
示
し
た
る
を
以
て
、勞
働
容
は
靜
肅
に
業
に
復
し
、其
間
何
等
脅
迫
强
耍 

に
類
す
る
言
動
の
现
は
る
、
を
見
ざ
ぅ

&

。
然
る
に
傭

*

は
近

R

の
勞
働

#

が
ニ
週
十
志
り 

貨
：銀
を
廣
せ
ら
る
:.
>

に
拘
は
ら
中
、千
.八
西
三
十
三
年
に
至
火
ト
ツ
ド

.

パ
ツ
ド
ル
に
於
け
る
勞

働
莕
の
賃
銀
を
九
志
ょ
ぅ
八
志
に
低
減
し

/a

b

。
敍
に
於
て
か
勞
働
考
は
遽
に
組
合
を
組
織 

し
て
、貨
銀
の
低
減
に
對
抗
す
る
一
方
に

«

奢
は
次
第
に
賃
銀
を
低
減
せ
ん
と
し
、兩
者
の
相
爭 

び
：り
、

.

ぁ
る
間
に
、官
憲
は
：其

®

法

の

組

：合
に
、
加®

し
た
石
理
由
の
下
に
、六
名
の
勞
働
者
を
拘 

引
し
て
、之
を
ド
ル
；チ
エ
ス
タ
ー
の
裁
判
所
に
送
致
し
課
す
る
に
嚴
刑
を
以
て
し

^

6
-
0 

:

玆

に

於

て
か
勞
働
者
に

'

同
情
し
て
、政
府
め
處
置
を
非
な
り
^
す
る
感
情
は
世
間
に
湧
起

し
、

議
院
內
に
於
て

は
ジ
ー

セ
.
.
フ
.、ヒ
ユ

ー
ム。

ク
キ
ソ
ヤ
ム
、コ
ベ
ッ
ト

°
デ

二

ユ
ベ
方

1

コ
ン
ネ 

,

。
ナ
I

、ク
キ
リ
ヤ

ム、，

1

ル
ス：ヮ
ー
ス

o

ジ
工

1
、工
ー
、リ
ヨ
べ
ッ

‘
ク
' 
の

諸
氏
は
議
院
外
に 

於
-け
る
ロ
パ

1

ト、ォ
！
ク
エ
ン
。

フ
ラ
シ
シ
ス
、

。

フ

レ
r

ス
の

諸
氏
と
協
力
し
て
、ド
.ル
チ
ユ
ス

f

l

事
件
に
對
す
る
判
泱
の
不
法
を
鳴
し
て
、犯
罪
者
の
釋
放
を
主
張
し
、偶
々
判
決
公
布
の
當 

時
結
：社一

.
の
.

有
.

罪

u

し
て
、且
恐
怖
す
可

&

精
_

を
有
す
る

」

を
理
曲

ビ

し
て
、̂
^
に
賛
成
し
た
る 

「

タ
イ
ム
ス

J

新
聞
の
論
旨

'
を
不
當
な

.

り

W

し
、同

.
紙
を
備
■へ

,'
付
く
る
酒
舖
並

.
に
：珈
琲
店
に
ボ
イ

n

 

^ '
ト

を
*

へ、一
方
に
投
獄
せ
ら
れ
た
る
入
並
に
寧
族
を
救
助
す
る
を
以
て
®
エ
組
命
當
然
の 

任
務
な

.

6
 
€

し
前
'
記「

パ
イ
ォ

-

1

ァ」

の
外
に

「

ッ
ル
ー
ナ
ン

」

と
稱
す
る
新
聞
紙
を
通
じ
て
、

M'

く 

醵
金
.

を
世
間
に
氣
め

©

に
勞
働
者
の
み
に
止
ま
ら
ず
、中
流
階
級

.

に
»
す
る
入

0
同
情
に
依
て
、
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十
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迫
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論
：
•
訛

.
勞
働
巷
親
迫
し
六
る
英
國
法
制
の
.：沿
革.一

斑

璧

钺

‘ 

ニ四 

相
當
の
金
额
を

«

集
し
、犯

.罪
人
釋
放
の
爲
に
、下
院
に
提
出
せ
ら
れ
た
る
請
願
書
に
は
五

^

人
* 

メ
ル
ボ
ル
ン
卿
に
送
致
せ
ら
れ
'た
る
覺
書
に
は
ニ
十
四
莴
人
の
署
名
を
收
め
得
た
る
の
み
な 

ン
ら
ず

r

r

の
ノ

.
良
を
包
：擁
す
る
示
威
過
動
も
亦
碰
に
行
は
れ
た
り
。
始
め
政
府
は
是
等
の
運 

動
.U

對
し
て
高
腿
的
手
段
を
取
り

#

視
總

S

は
訓
令
を
以
て

「

上
記
の
諸
集
會
並
に
運
動
は
平 

S

を
愛
，好
す
る
首
都
の

「

人
民
を
恐
怖
せ
し
む
る
行
爲
に
し
て
、公
安
を
害
す
る
の
甚
だ
し
き
を 

B

て
#

P
級
の
人
民
は
紙
て

»

る
W

I#
R

關
係
す
る
の
危
險
を
避
く
可
き
己
ど

」

を
諭
吿
し
、次
，
 

い
で
メ
グ
ボ
！
ン
卿
も
ロ

 

V

I
ト
、ォ
ー
ク

H
,

シ
に
對
し
、陳
情
の
爲
に
、內
務
将
に
出
頭
す
る
は
、
 

，
各

へ

自

の

自

由

な

る

も

。寧

局

：者

は

官

憲

を

：威

嚇

す

る

目
的
を

以

て
、多
數

の
集
園
を
擁
し
來
る
陳 

情
は
之
を
鼸
取
せ
ざ
る
旨
を

®

げ
た

6

。
然
も
政
府
は
民
間
の

0

0

の
熾
烈
な
る
に
顧
み
、千 

八
宵
三
十
六
年
十
月
以
來
犯
罪
人
に
對
す
る
待
遇
を
寬
大
に
じ
、次
い
で
彼
等
を
釋
放
し

' 
た
6
0

メ 

,
ボ
ー
シ
卿
を
中
心
ビ
し
、又
實
行
考
ビ
し
て
、當
時
，勞
働
者
の
結
社
に
對
し
て
*斯
る
反
動 

的
意
兒
の
行
は
れ
た
る
に

就
て

は
•根
據
の

深
き
も

の

あ
ぅ
。
蓋
し
千
八
西
三
ト
年
十
月
袖
の 

內
務
大

H
H

に
就
任
す
る
や
、當
時
經
濟
學
者

ビ

し
て
®
名
を
有
し
た
る
ナ
ツ

ソ
I
、ダ
ブ
リ
ユ
ー
、

シ
厶
ォ
ー
ァ
に
同
盟

fi
g

業
並
に
結
社
の
問
題
を
硏

.

究
し
，法
制
の
狀
況
若
し
く
は
改
良
を
要
す 

る
點
に
就
て
、意

.
見
を
，
_

1

す
る
こ
ビ
を

S

し
、シ

r
;

オー

ア
は
ト
ム
リ
シ
ソ

v

な
る
法
律
家
と 

協
、力
し

'

千
A
 

W

三
十
三
年
內
務
省
に
苑
て
、
|報
吿
書
を
送
致
し
た
ぅ
。
今
此
報
吿
書
の
內
容

と
し
て
、傅
へ
ら
る

>
 

所
を
見
る

'

に
勞
働
者
の
運
動
.に
對
し
て
大
な
る
反
感
を
懷
き
、其
精
神
に

.

.

.

..

.

.

. 

.

.

.

.

」
.

..

.

.

.

.

. 

. 

.

對
し
て
正
當
の
理
解
を
有
せ
ざ
る
ぽ
、明
白
に
し
て
、其
メ
ル
ボ
ー
シ
卿
の
政
策
に
大
な
る
過
失 

を
生
.

せ
し
め
た
る
の
偶

.

然
R

非
ざ
る
を
知
る
可
し
。
今
其
耍
點
を
拔
抄
し
'且
つ
反
駁
す
る
所

'

ぁパるへ可

.

.し
。

.

，

.
(

一)

，
，報
告
書
に
日
く
勞
働
者
間
に

.
於
：け
る
結
社
の
目
的
は
賃
餵
の
上
進
服
に
生
活
狀
能
の 

.

改
善
に
存
し
、彼
等
は
多
：年
間
大
な
る
苦
痛
を
蒙

>

、又
個
人
自
出
を
犠
牲

^

し
て
、目
的
を
遂 

行
せ
ん
と
し
、殆
ど
正
義
ビ
人
遨
と
を
顧
み
ざ
ぅ
き

S
 "

然
も
斯
の
如
き
事
實
に
當
ら
ず
、ヌ 

假
に
事
實
な

6 

W

す
る
も
傭
者
の
行

S

の
典
に
誤
ま
れ
る
こ
ビ
を
認
め
ざ
る
可
か
ら

t

o
 

:

勞
働
：者
が
結
社
，に

1依
.
て
、资

本

家

に

反

：_對

し

た

る

は
、不
良
な
る
勞
働
狀
況
の
結
果
に
し
て

i t
‘ 

::

原
_

因
に
非
ざ
る
な

6
。
，
;;
:

:

,

(

ニ)

報
吿
.書
に

m
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§
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目
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R
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し
れ
る
英
國
法
制
の
沿
革 
一̂

第
i

 

二
五



笫
t

s

Q

1

0

1

1

)

.

職

說

；勞
働
潘
を
~
證
し
|

需

法

制

の

杲

ー

斑

铽

囊

ニ

六
 

し
め
關
係
者
の
狀
況
を
不
良
，な
ら
し
む
る
ビ
共
に
、結

1:
ょ
ぅ
排
餘
せ
ら
れ
た
る
智
の
尤
兄 

に
も
不
良
の
影
響
を

*

ぼ
し

^

，

S

.

C

是
れ
亦
事
奪
を
誤

^

れ
■

る
は
、チ
八

W

ニ
十
四
尔
並 

.

.に
同
一

1

十
五
取
の
：調
资
婆
員
會
に
於

て

參
考
員
ビ
し
て
喚
問
せ
ら
れ
た
る
傭
者
が

¥

ら
«

 

合

の
賃
銀
墙

•

を
促
し
た
る
趨
勢
に
就
て
愁

0

し
、而
し
て
勞
働
者
亦
跟
趨
勢
を
承
歡
し
た 

る
一
事
に
依
て
、之
を
知
：る
を
得
べ
し

0

G

 

一
 

一

)

. 

I

吿
f

l

は
職
工
組
合
の

目

阶
:̂

し
て
賃
銀
を
引
上
げ
。又
は
其
低
落
を
妨
逷
す
る
の

j 

W

を

擧

け

恰

も

貴

，銀

の

盡

一
:

を
期
す
る

.
名
の
.

、
如
ぐ
に
斷
定
を
下
し
た
办
。
然
も

1

X

 M

 

合
は
決
し
て

.

同
一
職
業
に
於
け
る
總
て
の
勞
働
者
に
對
し
て
问
一
率
の
貨
龈
を
維
持
せ
ん
，
 

と
す
る
も
の
に

#

ず
、興
期
ず
る
所
は
職
工
組

合

の
定
む

.
る
賃
銀
を
以
て
、最
低
率

/
a

ら
し
め 

ん
す
る
に
外
な
ら
ざ
る
，な
ら
。

 

^

(

四)

報
吿
，書

R

云
ふ
所
の
組

.

合
0

暴
行
脅
迫
は
何
れ
も
結
社
法
廢
止
以
前
^
起
れ
る
事

^

 

な
る
を
以
て
、之
あ
る
が
故
に
、結
社
法
廢
止
の
政
策
を
飜
し
て
、之
を

▽

再
興
し
、又

は

千

八

^

ニ 

十
五
年
現
ハ
个
の
法
,

ょ
.

り
も
嚴
酷
な
る
規
則
を
制
定
す

.

る
の
理
由
と
す
可
か
ら
ず
。

シ

一

一

オ

ー

ア
K

等
の
職
工
組
合
に
對
す
る
偏
舄
の
斯
の
如
く
爲
る
以
上
は
、其
メ
ル
ボ

ー

ン

卿
を
動
か
し

.

て
、彼
の
如
き
不
芷
の
傯
度
を
持
せ
し
め
た
る
も
の
亦
異
ビ
す
る
に
足
ら
ざ
る
な 

6
 

0

然
も

1

E

び
端
が
發
し
た
る
勞
働
者
，結

)li
t

の
.

風
潮
は
一
內
務
大

Is
■

の
僻
見
に
依
て
、之
を 

左
右
す
可
か
ら
ず
？
：：千
.
八
：：&

三
：十
：六
年
六
.
月
偸
敦
勞
働
者
協
會
組
織
せ
ら
れ
て
、®
ら
政
治
上 

の
運
®
に
從
ひ
、後
日
チ
ャ
ー
チ
ズ
ム
の

'
信
條
に
據
て
、世
間
を
聳
動
せ
し
む
る

乙

ビ

、
爲
れ
る 

1

方
に
、勞

.
働
者
へ
の

®

結
は
：漸

を

以
t

鞏
固
を
加
へ
、其
運
動
亦
活

M

と
爲
れ
り
。
而
し
て
此
間 

チ
ャ
ー
チ
ズ
：：今
の
運
動
に
對
：し
、又
，エ
場
法
の
修

IE

に
關
.す
る
も
の
く
外
特
に
政
府
の
對
勞
働 

者
政
策

v
j

し
て
、重
製
な
る
も

-0

を
觅
^

6

し
が
、勞
働
者
圆
結
の
盛
方
る
事
實
は
遂
に
政
府
を 

し
て
マ
之
；を
®

過

せ

し

む

る

を

許
_

す
、千
八
百

.
六
十
七
年
に
至

P

政
府
は
委
員
會
を
任
選
し
、職 

H
:

組
合
丨

0

組
_

並

報

告

し

、
併せて
是等組
合に依
て行ぬ
れたり
と

’稱
せ
&■ 

■

る
>

*

逍
暴
行
其
他
の

^

事
：を
_

査
す
_

る
こ
ビ
、
し
た
り
。
此
委
員
會
成
立
の
件
、世
間
に
發 

表
せ
ら
る

V

や
、勞

«

"

者
の
：諸
團

1

體
；は
第

1

.;に
勞
働
者
の
代
表
者
中
少
な
く
と
も
ニ
名
を
委
員 

に
列
せ
し
む
る

乙

：

ど
、第
二
に
委
員

^

の
議
事
を
公
開
‘す
る
の
ニ
點
に
就
て
運

©

し
、第
一
の
要 

求
は
直
に
政
府
に
容
れ
ら
れ
て
、ト
ー
マ
ス
、ヒ
ユ
ー
ム

0

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
、ハ
リ
ソ
ン
の
兩
氏
姿 

員
に
任
命
せ
ら
れ
た
る
が
、第
二
の
要
求
は
政
府
の
拒
絕
す
る
所
と
爲
れ

&

?

.

斯
，く
て
委
員
會

;
笫

十

三

翁

.
(

三
〇

コ一
)

論

說

.

.

勞
働
教
を
壓
笵
し
た
る
英
國
法
制
の
沿
苹
.
1

斑

：
.

s

r

跋
 

ニ
七



第
十i

i
s

 

(

三
0

四)

論

說

' 

勞
働
漪
を
贼
逍
し
た
ろ
英
國
法
制
の
沿
苹
ー
斑
§

0

 

二八

の
講
事
進
行
し
つ

S

あ
る
間

「

偶
十
千
八
百
六
十
八
年
總
選
擧
執
行
せ
ら
れ
メ

 

K

f

マ
ー
氏
は 

フ

ー
タ
キ
ッ
ク
磘
に
於
て
、亦
ゥ

テ
>
氏
は
エ
ィ
ル
ス
バ
ソ
ー
區
に
於
て
、選
擧
を
爭

ひ
た
る
が 

丨
不
幸
に
し
て
雨
氏

^

R

落
®

し
た
ム
。

然
も
此
誠
が

次
期
即
ち
千
八
西
七
十
四
年
の

總

選

擧

に
於
て
デ
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
、マ
ク
ド
ナ
ル
ド
氏

0 .

ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
區
ょ
り
、ト

I

マ
ス
、バ

I

ト
 

氏
の
キ
ー
べ
ス
區

1

ぅ
當
選
乙
て
、勞
働
遨
の
爲
め
に
萬
丈
の
«
を
吐
く
に
至
れ
る
一
階
段
す 

爲
れ
る
こ
と
を
知
；ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
前
記
委
員
會
に
於
け
る
調
査
進
行
の
狀
況
に

-1
て
は
、
 

フ.
レ
デ
リ
ッ
ク
、メ
リ
ソ
ン
氏
屢
々
之
を
外
間
に
公
に
し
た
る
が
：、其
大
要
を
抄
出

.
す
れ
ば
、委
員 

會
が
調
査
の
結
果
、職
：

H

組
合
の
暴
行
と
し
て
、發

.

見
す
る
を
得
た
る
は
、纔
に
シ

 

'
 

ッ
フ
キ
ー
ン 

ド
並
に
マ
ン
チ
エ
ス
タ

.
1

に
行
は
れ
た
る
ニ
件
に
止
ま
ぅ
、他
に
何
も
の
を
；も
認
む
る
能
は
ず
、
 

:隨
：： H

；

委
員
會
は

*

 

0
 

^
 

X
 M 
^

 

^
^
0
し
て
、何
等
特
殊
の
立

.

法
を
制
定
す
る
理

II
I
 

を
見
出
す
能
は

ざ

々
き
。
而
し
て
職
工
組
合
あ
る
が
故
に
、勞
働
蜜
の
自
*
を
傷
く
る
の
恐
な 

き
や
の
間
題
に

»

し
て
は
、委
員
會
は
最
も
明
瞭
に

「
暴
行
の
最
も
顯
著
な

.る
場
合
を
除
き
、¥
に 

.
勞
：働

#

の
自
曲
に
有
害
な
る
干
渉
を
、及
ぼ
し
た
ぅ

5
K

ふ

，
普
通
の
®
命
に
就
て
考
ふ
る
に
、旨 

示
せ
ら
れ
た
る
事
件
は
盡
く

.

：

傅
者
の
瞪
言
に
甚
け
る
も
の
に
し
て
、勞
働
者
は
之
を

®

證
せ
ず
、

隨
て
組
合
の
權
能
を
局
限
す
る
が
如
&
提
議
は
委
員
會
に
於
て
.勞
働
者
に
依
り
て
試
み
ら
れ 

ざ
P
き」

と
云
へ

5 
0

斯
'の
如
く
し
て
千
八

W

六
十

.七
年
よ

i

同
六
十
九

.年
に
至
る
委
員
會
は
始
め
職
工
組
.合
の 

公
；衆
に
有
害
な
る

こ

ビ
を
立
證
す
る
目
的
を
以
て
、組
織
せ
ら
れ
た
る
の
風
說
行
.は
れ
た
る
に 

拘
は
ら
ず
、却

y

職

H

組
合
に
對
す
る
正
當
な
る
理
解
を
議
院
の
內
外
に
潇
し
來
る
の
導
火
線 

爲

れ

む

.-
0

而
し
そ
：此

.碧
員
會
報
吿

0

效
果
ビ
し
て
第
一
に
見
る
可
き
も
め
は
職
工
組
合
の 

資
金
に
對
す
る
國

.家

0
:保

_

造
れ
な
り
。
諶
の
發
端
よ
ぅ
說
明
す
れ
ば
、汽
鏹
製
造
並
に
造
船 

ェ
組
合

V

ラ
ッ
ド
フ

^
 

ら
れ
た
る
資
金
ニ 

十
四
磅

.を
費
消

.し
た
る

.を
以

.で
、組
合
は
共
：濟
組
合
法
に
據
て
、同
人
を
吿
訴
し
た
る

"
に
、，フ
ラ
ッ 

ド
フ
ォ

}

ド
地
方
裁
判
所
は

M

合
は

®

*
を
制
限
す
る
規
約
を
有
す
る
を
理
由

V
J

し
て
、被
吿 

を
免
拆
し
、
®

に
tt
合
よ

6

控
飯
し
た
る

R-
同
一
の
判
決
を
受
け
、次
い
で
起
れ
る
同
一
の
事

#
 

本

亦
同
樣

一
の
決
定
を
受
け

*

&
。

此
決
定

の

如

く
爲
ら
ん
か
、
®

ェ
耝
合

は

前
記
の
如
く
世
間 

に
公
認
せ
ら
る

 

> 

の
狀

)1
に
居
り
な
が
ら
、其
資
金
に
對
し
て
は
、啊
等
法
律
上
の
保

■

を
受

<
 

る
能

.は
ざ
る
の
缺

.點
を
免
か
れ
ず
。

玆
に
於
て
，か
職
工
組
合
の
關
係
潘
ば
內
務
大

s

rc
陳
情

第
十
2
卷
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三
〇
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論

0
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働
洚
を
歷
逍
し
れ
る
英
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制
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沿
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斑

s

i
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ニ
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第
十
三
卷.

.H
2

0
 
:

論

說
势
働
ぎ
腿
迫
し
れ
る
英
國
法
制
の
沿
苹
一
斑

.

S

M

三〇

'

し
、r
方
に
：下
院
議
員
ラ
ッ

i

、ガ
)

4
1

氏
が
耝
合
員
又
は

^

同
鞭
.分

所

有

者

の

窃

盜

费

消

i'
c
,il
す
る
法
律
案
を
提
；出
其
可
決
せ
ら
れ
た
る
際

®

エ
組
合
恳
も
亦
右
法

#

に

M

ふ
典
间

特
分
所
有
者
な

'
る
こ
と
の
解
»
の
下

に
，
職

X

組
合
の
基
金
に
對
す
る
法
#
上
の
保
識
を
全
う

.

す
る
の
處
置
を

1
-»

じ
千
A

W

六
十
八
年
始
め
て
組
合
書
記
の
組
合
基
金
费
消
に
‘制
裁
を
加
ふ 

-

る
を
.
得
■

た
、
。

： 

'

«

來
職
工
：組
合
に
關
す
る
法
制
は

^

較
的
：順
調
な
る
發
展
を
致

し
、千
八
西
七
十
一
年
始
め 

て
職
工
組
合
法
制

.

定
せ
ら
れ
、千
八
百
七
十
六
年
多
少
の
修
正

'

行

は

る

y

ヰ
共
に
、千
八

W

七
十 

;

五
年
_
に
ば
徒
黨
並

.

に
ヾ
財
產
保
護
法
發
布
せ
ら
れ
、一
方
に
勞
働
運
動
又
は
勞
.働
者
結
社
を
取
締 

う
つ
、
、他
の

一

方
に
乏
を
寬
大
な
る
規
定
の
下
に
置
く
に
至
れ
る
こ
ビ
は
^

を
领
う
可
か
ら 

ず
。
是
等
：の

.
三
立
法
は
，之
を
全
體
に
就
て
云
へ
ば
、各
職

.
の
勞
働
者
結
社
の
法
制
上
に
於
け
る

'
. 

地
位
を
チ
八

W

ニ
十
五
年
以
俞
に
比
較
し
て
、全
然
異
な
る
も
の
た
ら
し
め

 

た
り

v
j

す
可
く
*其 

如
何
な
る
點
に

'

於
て
興
な
れ
：，石
：や
ば
、左

の

數

個

條

に

之

を
®

約
す
る
を
.
得
べ
し
。

.
I 

-

第

一 ;

傭
者
ビ
勞
，働
者

v
j

の
間
に
起

.
る
紛
議
に
處
す
る
目
的
，を
以
て
行
は
る
、
結
社
に
對
し

て
は
、法

#

は
之
に
特
：殊
，の
：地
：位
を
認
め
た
り
。
即
ち
徒
黨
並
に
財
產
保
饑

2

三
條
第

1

W

 

に
於

V
:

ば
、傭
者
勞
働
者
間
の
紛
！

1

に
就
て
、或
る
行
動
を
爲
す

.

0

的
を
以

v
、
i
1

人
又
は
ニ
人
以 

上
め
間
に
成
立
す
る
契
約
又
は
結
社
に
し
て
、若
し
も

I

人
に
依
て
间

一

の
行
爲

0

行
は
れ
た 

る
場
合
に
、犯
罪

V
J

し
て
處
罰
せ
ら
る
可
き
も
の
な
ら
ざ
る
以
上
は
、徒
黨

S

し
て
错
發
せ
ら
れ 

ざ
る
く
と
を
規
定
し
た
；

b

。
此
規

I

エ
業
上
の
結
？

他
の
結
社
と
の
間
に
法
律
上
嚴

®

 

‘

な
る
區
別
を
設
け
土
業
上
の
紛
議
に
關
し
て
、結
社
が
成
立
し
、例
.へ
ば
契
約
を
破
棄
す
る
が
如 

き
卿
殊
の
行
爲
を
爲
す
も
、

|

,

人
の
爲
し
て
犯
罪
ビ
爲
ら
ざ
る
も
の
な
る
以
上
は
^

事
上
の
徒 

鐵
た
；ら
ぎ
る
に

」

反
じ
、他
の
目
的
を
達
す
る
爲

.
め
に
行

-

は
る
.

>

結
，社
は
之
を
刑
事
上
の
徒
黨
た 

ら
ず
:̂

す
る
も
の
な
り
。
隨
て
勞
働
潜
に
結
®
成
立

し
、例
へ

ば
债
者
に

®

0

の
引
上
を
强
要 

す
る
爲
め
，に、何
等
：の
豫
吿
を
與
へ
ず
し

T*

、自
己
の
仕
事
を
停
廢
す
る
も
、犯
罪

^

ら
ず
、藍
し
仕 

事
の
停
廢
は
一
個
の
勞

«

潘
に
於
て
、自
由
に
之
を
鴉
す
を
得
ベ

C

、而
し
て
之

^

爲
す
や
、何
，等

之
を
罪
す
る
の

®

_

な
：き
を
以
て
衣
り
。
即
ち

1

人
が
爲
し
て
罪
せ
ら
れ
ざ
る
行
爲
は
多
人
、

,

.

. 

. 

.

.

.
• 
. 

.

.•

. 

.

數
が
同
時
に
之
を
爲
す
も
、何
等
罪
せ

6

る
.

、
も
の
に
非
ざ
る
の

.原
則
'は
明
に
承
認
せ

6

れ
た 

>
。

同
盟
罷

.業
に
.
對
し
て
は
、固
ょ
办
相
當
の
制
限
な
か
る
可
か
ら
ず
、又
®
寒
に
伴
ぅ
罷
業
者

,

第

十

三

卷
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三
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勢
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た
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法
制
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沿

'
苹

一

斑

0

0
 

. 

H

U

.
 

.

の
行
動
に
し
て
、社
會
の
公
安
を
害
し
、他
人
の
自
由
を
傷
く
る
以
上
は
之
を
所
■
せ
ざ
る
可
か 

ら
ず
メ

雖
も
、如
上
の
：原
則
.の
承
認
せ
ら
る
 

>

 

爲
め
に
.合
法
的
に
同
盟
罷
業
を
行
ふ
の
餘
地
を 

生
じ
、爲
め
に
勞
働
連
動

.
を
自
由
な
ら
し
む
る
は
、明
白
の
事
實
な

h

y

Ur
レ

.
^

9

o

第
一一

’

英
國
の
勞
働
運
動
に
於
て

.

、從
來
ビ
ッ
ケ
ッ
チ
ン
グ
と
し
て
知
ら
る
、
一
の

t

法
ゎ
^

^
 

勞
働
恶
が
同
盟
し
て
罷
業

.
す
る
«

合」

^

、最
.

も
必
要
な
る
は
、监
約
者
中
に
一
の
違
反
翁
な
か
ら 

し
め
、圈
結

.

を
鞏
固

P

し
て
、以
て

.：傭
者
に
當
る
の

一

事
に
外
な
ら
ず
。

.

此
目
的
を
逄
す
る
に
は
、
 

0

0

者
の
圓
體
巾
，

.#

部
に
®

る
者
が
常
に
他
を

#

勵
し
、意
思

.
0

弱
.餾
度
瞹
昧
な
り
と
認
め
ら 

る
、
素
あ
る

V
J

き
、其
所
在
を
監
督
し
、行
藏
：を
探
知
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、斯
る
行
爲
は
法
律
の
所 

部
ビ
ツ
ケ
ッ
チ
シ
グ
と

®

す
る
も
の
に
し
て
、從
來
固
く
是
等
の
所
業
を
禁

JK

し
た
K

y

o

然
る 

に「

徒
黨
並
に
財
產
保
謎
法

」

に
於
て
は
、其
第
七
條
に
於
て
從
來
の
法
律
が
各
種
の
ビ
ッ
ケ
ッ
チ 

y

y

ビ

レ

て
擧
げ
衣
る
各
種
の
行

-

爲
例
へ
ば
他
人
を
强
要
す
る
目
的
を
以
て

(

；ご
其
人
、其
妻
子 

に
暴
行
脅
迪
を
試
み
.又
は

f

l

財
產
を
毁
傷
し

(

一I)
一
 

の
場
所
ょ

b

他
の
場
所
を
經
て
、人
を
追
妳 

匕(

三)

人
の
所
有
す
る
道
具
被
服
其
他
の
財
產
を
隱
匿
し
、奪
取
し
、又
は
其
使
用
を
妨
害
し

(

四)

八 

の
住
居
し
、勞
働
し

#

業
す
る
家

.

屋
又
は
其
他
の
場
所
を
包
圆
監
視
し
$
ビ
一
人
以
上
相
集
ま
彡

て
、他
人
：に
追
隨
す
る
等
の
行
爲
を
禁
じ
た
れ
ど
も

’

一
方
に
人
の
住
所
し
、勞
働
し
、營
業
す
る
家 

IM

又
は
其
他
の

®

所
に
赴
き
、又
は
之
に
近
づ
き
て
、或
る
情
報
を
得
る
こ

ど

は
、本
條
に
所
謂
包 

圆
監
視
に
該
當
，せ
ざ
る
も
の
ビ
し
、以
て
平
和
的
に
ビ
ッ
ケ
ッ
チ
ン
グ
の
行
は
る

 

>
餘
地
を
示 

し
た
>
9 
0

パ

.

0

三
、職

H

組
合
は
千
八
百
二
十
五
年
の
法
律
に
於
て
は
其
目
的

w

す
る
所
•商
業
の
制
限
に 

存
す
る
の
故
を
以
て

^

ほ
違
法
の
結
社

/
a

る
を
免
か
れ
ざ

6

.

し
が
、今
や
興
違
法
の
性
質
を
脫 

す
る
を
得
た

P

O

隨
て
職

H

組
合
.
の
.
資
金
は

{

元
全
に
法
律
に
依
て
.保
護
せ
ら
れ
、役
員
が
之
を 

费
消
し

‘

て
、制
裁
を
免
か

る

、
が
如
き
矛
盾
を
生
ず
る
こ

S

な
し
。

:

第
四
、職
エ
組
合
に
依
て
、成
は
罷
業
中
の
勞
働
者
に
依
て
、他
の
勞

«

者
，又
は
傭
潜
の
自
由
行 

動
に
'

千

渉

す

る

目

的

，を
以
て
、行

は

石

、
或
る
種
類
.

の
脅迫

： .

は
之
を
有

|?
^

し
て
、相
當
の
制
裁 

を
課
ず
。：
是
れ
全
體
の
自
由
ぢ
尊
童
ず
る
^
共
に
械
人
契
約
上
の
启
由
を
尊
重
す
る
の
意
に 

出
づ
る
も
の
な
办
。

,

英
國
に
於
て
勞
働
潜
を
腿
迫
し
た
る
法
制
が
漸
次
緩
和
せ

6

れ
、結
局
職

X

組
合
を
公
認
し
、

.

. 

. 

\

進
ん
で
之
を
保
議
す
：る
に
至

「

れ
る
事
歷
の
一
斑
は
上
述
の
如
し
。
而
し
て
斯
る
法
制
上
の
變
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辑
を
生

.

じ
つ
、
あ
る
間
に
於
て
、

ft

變
遷
の
勢
を
促
進
し
衣
る
國
民
'的
思
想
の
存
在
し
た
る

M
J

 

は
何
人
も
看
過
す
可
か
ら
ざ
る
所
な

6

。
當
時
の
國
民
的
思
泰
ば
何
な
公
し
や
ビ
云
ベ
ば
、

|1
:
 

會

的

利

益

の

均

衡

，を
：鄭
重
：Iす
る
も
の
に

外
な
：ら

ざ
^
:

v

き
。

即
ち
.

今
日
の
社
會

.

に
於
て
、國

R

の 

多
數
ば
他
の
少
數
者
の
享
受
す
る
ビ
同
一
の
幸
福
，に
浴
し
、同
一
の
享
樂
に
與
る
能
は

t

徒
に 

少
數
者
を
幸
福
な
ら
し
め
、又
彼

.
等
を
富
裕
'な
ら
し
む
る
爲
め

K

、勞
働
に
孜
令
穴
る
の
觀
あ
ぅ

o 

斯
る
貧
困
の
弊
害
に
對
し
，て
、目
家
は
宜
し
く

* '

銀
收
得
潘
の
階
級
を
保
謙
す
可
く
、而
し
て
其

-
:

:

.
 

■
'
"
I
t 

: 

. 

. 

- 

' 

.
.
.

 

,

之
を
：保
：讓
す
る
や
、敎

育

の

形

傯
が

於
て
、又
は
有
形
的
幸
福
の
形
態
に
於
て
、富
者
が
各
自
の
努 

力
に
依
て
、收
め
得
る
所

.
の
も
の
と
同
：

一

の
：利
益
を
廣
く
國
民
に
與
ふ
る
の
必
喪
あ
る

W

共
に 

國
家
自
ら
：

1

部
の
國
民
殊

」

に
»

銀
收
得
激
の
階
級

.

に
居
る
者
を
し
て
各
自
の
自
治
的
能
.力
に 

依—

て
、發
虑
せ
し
む
る
の
訐
畫
を
申
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
斯
る
思
想
が
漸
次
國
民
の
間
に
普
及 

し
、又
國
，家

自

ら

此

思

想

に

依
て
立
法
的
施
設
を
爲
す
ビ
す
る
も
^

國
に
於
て
其
社
會
の
組
織 

を
摩
げ
て
、所
謂
コ
ム
ミ
ユ
ー
一
一
ズ
ム
に
一
變
せ
し
む
る
に
至
ら
ず
。
然
も
十
九
世
紀
の
後
半

を
通
じ
て
、社
會
に
於

.

け
，る：各
種
階
級
の
間
に
利
益
の
均
衡
を
保
持
し
、特
に
社
會
佥
體
の
負
擔

• 

.

. 

• 

. 

.

.. 

. 

- 

' 

.

.

.
 

.

... 

-

を
以
て
、賃
銀
收
得
者

.
の
，利

.
益
を
期
圖
し
、又
賃
錁
收
#
者
自
身
を
し

_

て
条
自
の
利
益
を
發
揚
す

る
じ
遺
慽
な
が
ら
し

{ /

る
立
法
の

•

制
定
せ
ら
れ
た
る
，は
、注
目
す
可
き
事
實
な

6

。

彼
の
我
國
に
於
七
、社
食
政
：策
.を
實
行
す
.る
と
稱
し
て
、勞
働
者
を
歷
迫
し
、勞
働
運
動
を
拘
束 

す
る
法
制
に
就
て
’何
等
願
み
る
所
な

き
.

が
如
き
、勞
働
者
保
護
の
問
題
が
今
や
國
際
間
の

'

協
'定 

に
付
せ
ら
れ

.

ん
と
す

.

る
時
‘

に
、職
工
組
合
：の
公
認
の

一

部
人
士
に
主
張
せ
ら
れ
つ

A
-

あ
る
が
如 

き
、將
た
又
人
種
的
差
別
を
撤
廢
し
、國
際
間
：に
於
け
る
勞
働

'

老
移
動
の
自
由
を
認
む
る
條
件
と

. 

し
て
*

:

低
賃
筆
の
決
定
が

0

_

:

間
の
問
題

/
a

ら
ん
と
す
る
際
に
、我
國
に

：

何
等
の
準
備
の
存
せ 

ざ
る
が
如
き
、國
民

0

T

員
ビ
し
て
、耻
づ
る
所
な
き
能
は

t

 

論
じ
た
る
も
の
亦
他
に
意
に

.

存
す
る
所
あ
る
を
以
て
な
ぅ

-

余
♦か
特
に
英
國
立
法
の
變
邊
を
、

第
十
三
卷
.

(

三

ニ
 

V

論

說

勞

働

潴

を

_

通
し
た
る
菜
_

法
制
の
沿
苹
|從

第

三

诚

：

三

玉


